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厚生労働省障害者地域生活支援体制整備事業資料
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厚生労働省障害者地域生活支援体制整備事業資料
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厚生労働省障害者地域生活支援体制整備事業資料
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地域移行・地域定着の推進について
（地域生活支援拠点等の整備及び機能充実）

熊本県障がい者支援課
企画共生班
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厚生労働省障害者地域生活支援体制整備事業資料



市町村名

地域生活支援拠点等の整備 拠点コーディネーターの配置状況

整備済 配置の有無

拠点コーディネーターの配置に要する人件費等及び配置人数（人）

複数の市町村で設置する
共同整備の状況

障害福祉サービス等報酬
「地域生活支援拠点等機能強化加算」

の活用による配置

地域生活支援事業
「地域生活支援拠点等・

ネットワーク運営推進事業」
の活用による配置

その他の事業の活用や
自治体独自の配置等

熊本市 ○ - ○ 9 

荒尾市 ○ 有明圏域 -

玉名市 ○ 有明圏域 -

玉東町 ○ 有明圏域 -

南関町 ○ 有明圏域 -

長洲町 ○ 有明圏域 -

和水町 ○ 有明圏域 -

山鹿市 ○ - ○ 1

菊池市 ○ - ○ 1 

合志市 ○ - -

大津町 ○ - -

菊陽町 ○ - ○ 1 

阿蘇市 ○ 阿蘇圏域 -

南小国町 ○ 阿蘇圏域 -

小国町 ○ 阿蘇圏域 -

産山村 ○ 阿蘇圏域 -

高森町 ○ 阿蘇圏域 -

西原村 ○ 阿蘇圏域 -

南阿蘇村 ○ 阿蘇圏域 -

宇土市 ○ - ○ (1)

宇城市 ○ - ○ (1)

美里町 ○ - ○ (1)

熊本県内の地域生活支援拠点等の整備状況（R7.7.1時点）１／２
国の公表資料を

一部改編

圏域で
１名配置
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熊本県内の地域生活支援拠点等の整備状況（R7.7.1時点）２／２

市町村名

地域生活支援拠点等の整備 拠点コーディネーターの配置状況

整備済 配置の有無

拠点コーディネーターの配置に要する人件費等及び配置人数（人）

複数の市町村で設置する
共同整備の状況

障害福祉サービス等報酬
「地域生活支援拠点等機能強化加算」

の活用による配置

地域生活支援事業
「地域生活支援拠点等・

ネットワーク運営推進事業」
の活用による配置

その他の事業の活用や
自治体独自の配置等

御船町 ○ 上益城圏域 -

嘉島町 ○ 上益城圏域 -

益城町 ○ 上益城圏域 -

甲佐町 ○ 上益城圏域 -

山都町 ○ 上益城圏域 -

八代市 ○ 八代圏域 -

氷川町 ○ 八代圏域 -

水俣市 ○ 水俣芦北圏域 -

芦北町 ○ 水俣芦北圏域 -

津奈木町 ○ 水俣芦北圏域 -

人吉市 ○ 人吉球磨圏域 -

錦町 ○ 人吉球磨圏域 -

多良木町 ○ 人吉球磨圏域 -

湯前町 ○ 人吉球磨圏域 -

水上村 ○ 人吉球磨圏域 -

相良村 ○ 人吉球磨圏域 -

五木村 ○ 人吉球磨圏域 -

山江村 ○ 人吉球磨圏域 -

球磨村 ○ 人吉球磨圏域 -

あさぎり町 ○ 人吉球磨圏域 -

上天草市 ○ - -

天草市 ○ - ○ 4 

苓北町 ○ - -

国の公表資料を
一部改編
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次スライド以降は、令和８年１月１９日に開催された
第１５４回社会保障審議会障害者部会・第１８回こども家庭審議会障害児支援部会の
資料１－２「障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて」のうち、
地域生活支援拠点等に係る部分を抜粋したものです。

あくまで現時点の次期障害福祉計画及び障害児福祉計画の基本指針の改正案についての情報
提供となりますので、告示までの間、国において修正等があり得ることを御承知おきください。

相談支援（基幹・協議会・拠点等）に係る次期障害福祉計画等の基本指針案について

Po i n t !

熊本県基幹相談支援センター連絡会（R8.2.25）資料
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第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項

一 基本理念

市町村及び都道府県は、障害者総合支援法や児童福祉法の基本理念を踏まえつつ、次に掲げる点に配慮して、総
合的な障害福祉計画等を作成することが必要である。
１～２ 略

３ 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備

障害者等の自立支援の観点から、入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援といった課題
に対応したサービス提供体制を整え、障害者等の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、地域生活支援
の拠点づくり、ＮＰＯ等によるインフォーマルサービスの提供等、地域の社会資源を最大限に活用し、提供体制の
整備を進める。

特に、入所等から地域生活への移行については、適切に意思決定支援を行いつつ地域生活を希望する者が地域で
の暮らしを継続することができるよう、必要な障害福祉サービス等が提供される体制を整備する必要があり、例え
ば、医療的ケアが必要な者や強度行動障害を有する者などの重度障害者であっても、地域生活への移行が可能とな
るようサービス提供体制を確保する。

（続く。）

相談支援（基幹・協議会・拠点等）に係る次期障害福祉計画等の基本指針案について

４

※下線___は国の見直し予定箇所

熊本県基幹相談支援センター連絡会（R8.2.25）資料
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第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項

一 基本理念

（続き）

また、市町村は、地域生活に対する安心感を担保し、自立した生活を希望する者に対する支援等を進めるために、
地域生活への移行、親元からの自立等に係る相談、一人暮らし、グループホームへの入居等の体験の機会及び場の
提供、短期入所の利便性・対応力の向上等による緊急時の受入対応体制の確保、人材の確保・養成・連携等による
専門性の確保並びにサービス拠点の整備及びコーディネーターの配置等による地域の体制づくりを行う機能を有す
る地域生活支援拠点等を整備する必要がある。その際、障害者の重度化・高齢化や「親なき後」を見据えて、障害
種別にかかわらず、これらの機能をさらに強化する必要がある。

こうした拠点等の機能強化に当たっては、相談支援を中心として、学校からの卒業、就職、親元からの自立等の
生活環境が変化する節目を見据えて、中長期的視点に立った継続した支援を行う必要がある。なお、地域生活支援
拠点等の整備・運営に当たっては、地域生活支援拠点等と基幹相談支援センターのそれぞれの役割を踏まえた効果
的な連携を確保する必要がある。

さらに、・・・略

また、地域の支援体制を構築する上では、強度行動障害や高次脳機能障害を有する児者、医療的ケアが必要な児
者、重症心身障害児者、発達障害児者、盲重複障害児者、ろう重複障害児者など、様々な障害特性に応じた支援体
制の構築が重要である。そうした地域のきめ細かいニーズを踏まえた上で、サービス提供体制の整備や専門人材の
確保・育成等を図ることが必要である。

相談支援（基幹・協議会・拠点等）に係る次期障害福祉計画等の基本指針案について

５

熊本県基幹相談支援センター連絡会（R8.2.25）資料
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第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項

二 障害福祉サービス提供体制の確保に関する基本的考え方

障害福祉サービスの提供体制の確保に当たっては、一の基本的理念を踏まえ、次に掲げる点に配慮して、目標を
設定し、計画的な整備を行う。
１～２ 略

３ グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実

地域における居住の場としてのグループホームの充実を図るとともに、自立生活援助、地域移行支援及び地域定
着支援、自立訓練等の推進により、入所等から地域生活への移行の促進、安定した地域生活の継続を進める。

障害者が希望する一人暮らし等を実現するため、これらのサービスと居住支援法人との連携を推進する。また、
住宅部局とともに、居住支援協議会に参画することを通じて、居住サポート住宅等も活用し、希望する障害者への
一人暮らし等に向けた支援等の充実を図る必要がある。

さらに、一の３に掲げる体制の整備による地域生活への移行の支援及び地域生活支援の機能をさらに強化するた
め、地域生活支援拠点等に拠点コーディネーターを配置して、地域の支援ニーズの把握、社会資源の活用、人材の
確保及び養成、関係機関の連携等を進めることで、地域における効果的な支援体制を構築する。

なお、障害者支援施設を地域生活支援拠点等とする際には、当該障害者支援施設については、小規模化等を進め
るとともに、地域における関係機関との連携により、施設入所者の地域生活への移行、地域との交流機会の確保、
地域の障害者等に対する支援を行うことなど、地域に開かれたものとすることが必要である。

また、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制の整備を行う場合には、個々の機関が有機的な連携の
下に障害者等に対する支援を確保していることが必要である。

相談支援（基幹・協議会・拠点等）に係る次期障害福祉計画等の基本指針案について

１０

熊本県基幹相談支援センター連絡会（R8.2.25）資料
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第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項

三 相談支援に関する基本的考え方

２ 地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保

相談支援体制の構築が進むことに伴い、障害者支援施設の入所者へのサービス等利用計画の作成や当該計画の実
施状況の把握（利用者についての継続的な評価を含む。）を行うことを通じて、地域生活への移行のための支援に
係るニーズが顕在化することも考えられることから、障害者支援施設等、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に
入所又は精神科病院に入院している障害者等の数等を勘案した上で、計画的に地域移行支援に係るサービスの提供
体制の確保を図る必要がある。
さらに、障害者支援施設等又は精神科病院から地域生活へ移行した後の地域への定着はもとより、現に地域で生

活している障害者等がそのまま住み慣れた地域で生活できるようにするため、地域移行支援と併せて、自立生活援
助や地域定着支援に係るサービスの提供体制の充実を図っていくことが重要である。

３ 略

相談支援（基幹・協議会・拠点等）に係る次期障害福祉計画等の基本指針案について

１７

熊本県基幹相談支援センター連絡会（R8.2.25）資料
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第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標 ※成果目標

五 地域生活支援の充実

障害者の地域生活への移行支援及び地域生活支援を充実させるため、令和十一年度末までに、各市町村は、地域
生活支援拠点等（複数市町村による共同整備を含む。）を整備し、当該市町村の全ての日常生活圏域を支援の対象
とすることを基本とする。

また、支援ネットワーク等による効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を更に進める観点から、これら
の地域生活支援拠点等に拠点コーディネーターを配置すること、地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービ
ス事業所等の担当者を配置すること、及び、年一回以上、支援の実績等を踏まえた運用状況（地域生活支援拠点等
の各機能が果たされているかの状況）を検証及び検討することを基本とする。

相談支援（基幹・協議会・拠点等）に係る次期障害福祉計画等の基本指針案について

４４

熊本県基幹相談支援センター連絡会（R8.2.25）資料
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第三 計画の作成に関する事項

二 市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関する事項

２ 各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確
保のための方策

㈢ 地域生活支援拠点等の機能の充実
地域生活支援拠点等の機能の充実については、地域レベルでの取組の基礎とするため、障害者等の高齢化・重度

化や「親なき後」を見据え、課題に応じてどのような機能をどの程度備えるべきかについて、障害福祉サービスや
相談支援等のニーズ、既存の障害福祉サービスや相談支援等の整備状況、基幹相談支援センターの設置状況等、地
域の実情に応じて、地域生活支援拠点等として目指すべき姿を検討することが求められる。

このため、地域生活支援拠点等を運用していく中で明らかになった課題、例えば、現状の地域生活支援拠点等だ
けでは対応が困難な地域や障害種別、障害特性等については、協議会等を活用することで情報を共有し、機能を補
完する方策の検討や関係者への研修の実施等を通じて、地域生活支援拠点等が地域のニーズや課題に応えられてい
るか、機能の水準や充足状況は十分であるかについて継続的に検証及び検討を行うことで、障害者やその家族等の
生活を地域全体で支える体制を構築する必要がある。当該検証及び検討に当たっては、地域生活支援拠点等に関与
する全ての機関及び人材の有機的な連携を図ることを意識するとともに、都道府県障害福祉計画とも調和が保たれ
たものとすることが必要である。

相談支援（基幹・協議会・拠点等）に係る次期障害福祉計画等の基本指針案について

５７

熊本県基幹相談支援センター連絡会（R8.2.25）資料
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第三 計画の作成に関する事項

三 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項

２ 区域ごとの各年度の指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み並びにその見
込量の確保のための方策

㈢ 地域生活支援拠点等の機能の充実に向けた市町村支援等
地域生活支援拠点等の機能の充実については、都道府県は二の２の㈢における検証及び検討の際に、都道府県内

の市町村を包括する広域的な見地から、施設入所支援の利用者数の見込み等を集約するとともに、各市町村から地
域生活支援拠点等の運営に関する検証及び検討状況等の聞き取りを行い、市町村障害福祉計画との調整を図るもの
とする。また、都道府県は、市町村における地域生活支援拠点等の整備（複数市町村における共同整備を含む。）
に当たって必要な支援を行うとともに、地域生活支援拠点等の機能の充実に資するよう、運営に関する研修会等の
開催や管内市町村における好事例の紹介、現状や課題の共有等、必要な支援を継続的に行う必要がある。

相談支援（基幹・協議会・拠点等）に係る次期障害福祉計画等の基本指針案について

６１

熊本県基幹相談支援センター連絡会（R8.2.25）資料
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地域移行・地域定着の推進

・ 障がい者が希望する地域生活の実現のため、適切な意思決定支援の推進、地域生活支援拠点等の
機能充実、社会資源を最大に活用した提供体制の整備に取り組むこと。

・ 様々な障がい特性、地域のきめ細かいニーズを踏まえたサービス提供体制、専門人材の育成・確
保に取り組むこと。

・ 地域生活へ移行した後の地域への定着、住み慣れた地域での生活のために、地域移行支援、地域
定着支援、自立生活援助に係るサービス提供体制の充実に取り組むこと。

地域生活支援拠点等の機能充実

・ 地域生活支援拠点等の整備に当たっては、地域を限定せず日常生活全域を対象として、地域生活
支援拠点等の目指すべき姿（どのような機能をどの程度備えるか）を検討すること。

・ 現状の地域生活支援拠点等が抱える課題は協議会を活用し、継続的に検証・評価を行うとともに、
各機能の充実に取り組むこと。

・ 地域生活支援拠点等にコーディネーター、連携担当者を配置し、地域の支援ニーズの把握、社会
資源の活用、関係機関との有機的な連携等を進めること。

相談支援（基幹・協議会・拠点等）に係る次期障害福祉計画等の基本指針案について

Po i n t !

熊本県基幹相談支援センター連絡会（R8.2.25）資料
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